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平成 18 年度定期監査の結果について（報告） 

 

 地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 号の規定により、下記の部・課について定

期監査を行ったので、同条第 9 項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。 

 なお、この監査の結果に基づき、または監査の結果を参考として措置を講じたときは、

同条第 12 項の規定により通知願います。 
 

 

記 

 

 監査の対象 

(1) 建設部 

管理課、建設課、公園緑政課、下水道課 

(2) 都市整備部 

都市計画課、区画整理課、羽村駅西口地区担当 
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平成１８年度定期監査結果報告書 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定による監査 

     

２ 監査の対象 

(1) 建設部 

管理課、建設課、公園緑政課、下水道課 

(2) 都市整備部 

都市計画課、区画整理課、羽村駅西口地区担当 

 

３ 監査の期間 

   平成 18 年 12 月 4 日から平成 19 年 2 月 7 日まで 

   【説明聴取日 平成 19 年 1 月 26 日】 

 

４ 監査の範囲 

   平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日までに執行された、財務に関する事務

及び事業等 

 

５ 監査の主眼及び方法 

   監査に当たっては、監査対象各部・課において執行された財務に関する事務及び事

業等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、書

類審査並びに説明聴取を実施した。 

 

６ 監査の結果 

(1) 所管課別 

① 管理課 

市内の道路・河川・屋外広告物、市営住宅の管理、用地の取得及び借用等、広

範囲にわたる事務に取り組んでいる。また、路面劣化による道路補修等について

は、迅速な対応がなされている。今後も、安全で快適な道路等及び用地の適正な

管理に努められたい。 

② 建設課 

     都市計画道路 3･4･16 号線立体交差事業、市道第 101 号線及び第 201 号線道路

改修事業、羽村駅西口エレベーター設置及び羽村駅自由通路拡幅事業など、快適

な都市環境の整備に努めている。今後も、各工事の安全管理に留意し、快適な都

市環境の向上を図られたい。 

③ 公園緑政課 

     市内の公園、緑地の整備及び維持管理について積極的に取り組んでいる。また、
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指定管理者制度を導入した水上公園については、定期的に監理を行うとともに、

安全管理面の強化を図った。動物公園の管理運営についても、イベントの充実を

図るとともに各種ＰＲを積極的に行っている。また、緑被率の調査を行い、緑地

の現状把握に努めている。今後も、緑の保全に努め、清潔で安全な公園等の管理

に努められたい。 

④ 下水道課 

     雨水管整備工事に積極的に取り組み、溢水箇所の減少に努めている。また、長

年の地元要望事項であった清流町地区への汚水管敷設工事が着手された。今後も、

下水道使用料等の財源確保を図り、計画的に事業を推進するとともに、工事の安

全管理に努められたい。 

⑤ 都市計画課 

     都市計画マスタープランの見直しや羽字武蔵野地区の市街化区域編入、羽村駅

西口地区の用途地域見直し及び地区計画制定について取り組んでいる。また、羽

字武蔵野地区の市街化区域編入については、大規模敷地所有者との話し合いを行

っている。今後も、多くの地元住民との話し合いを積極的に行い、市の計画につ

いての合意形成に努め、適正な事業の執行を図られたい。 

⑥ 区画整理課・羽村駅西口地区担当 

市では、羽村駅西口土地区画整理審議会から提出された答申書の内容を精査し、

羽村駅西口土地区画整理事業換地設計基準、減歩緩和取扱方針及び私道取扱方針

を決定した。また、羽村駅西口土地区画整理事業評価員会を開催し、土地評価基

準案の答申を受けるなど、事業を着実に実施している。また、羽村駅西口駅前広

場整備基本設計についての説明会や、換地設計基準等説明会を開催するなど、地

元住民への説明を行っている。今後も、多くの地元住民との話し合いを積極的に

行い、市の計画についての合意形成に努め、適正な事業の執行を図られたい。 

(2) 総括 

各課の財務における事務及び事業等について監査した結果、各事務事業とも法令に

準拠し、市の予算及び実施計画等に基づいて実施されており、概ね適正かつ効率的に

執行されていると認められた。 

建設部及び都市整備部の目標は、羽村市長期総合計画の基本目標の一つである「美

しく快適な住みよいまち」の実現に向けて、安全、便利、快適で「住んでみたい、住

み続けたい」と市民が感じられるまちづくりを行うことである。 
    この目標については、各課とも、市民生活に必要な都市基盤の整備等について積極

的に取り組んでおり、評価するところである。 
  


